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食品に関連する各部門について、生産・流通等に伴う温室効果ガス排出量・経済的価値を算出の上、品目別の
食品ロス発生割合を乗じる推計を実施する。

経済損失及び温室効果ガス排出量の推計のフロー

産業連関表の食用農林水産物（19品目）および加工食品（29品目）の
流通額を参照産業連関表の

加工食品（29品目）
の生産部門の生産額
を参照

食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業 一般家庭

産業連関表の
家計消費支出部門に
おける品目別食品購
入額を参照

3EIDの購入者価格基
準による内包型環境
負荷原単位を参照

×「部門別の食品ロス発生割合（%）」

産業連関表の国内貨物運賃表・商業マージン表(統合中分類)を用いて、
取引額(生産者価格評価)を国内貨物運賃・商業マージンに変換する係数
を作成。

部門別の経済損失及び温室効果ガス排出量の算出

各部門全体の経済的価値及び温室効果ガス排出量の算出

金
額
(円)

の
算
出

原
単
位

(CO2/円)
の
算
出

3EIDの生産者価格基準（工場出荷時の価格）による内包型環境負荷原単位（単位需要当たり）を
単位生産当たりの値に補正して採用（簡略計算法）。

※小売業・卸売業・外食産業は「生産」「運賃」「マージン」別に排出量を計算（3EIDの購入者
価格基準、産業連関表の「運賃表」「マージン表」を基本分類に拡張して使用。）
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